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最高裁総訟第204号

令和6年7月16日

各法廷首席書記官殿
寺

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて（指示）

標記の事務について下記のとおり定めましたので、 これによってください。

記

1 通達の準用

平成9年8月20日付け最高裁総三第97号総務局長通達「事件記録等の閲覧

等に関する事務の取扱いについて」 （以下「閲覧等通達」 という。 ）の定め（記

第2、第3の1の(1)及び第4の定めを除く。 ）は、その性質に反しない限り、最

高裁判所における事件記録等の閲覧等に関する事務について準用する。この場合

において、記第3中「部（下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則

第16号）第10条の2第2項の規定により部とみなされるものを含む。以下同

じ。 ） 」 とあるのは「大法廷又は小法廷」 と、 「記録係」 とあるのは「裁判関係

庶務係」 と、記第3の4の(1)中「 「記録係記録等返還確認印」 」 とあるのは

「 「記録等返還確認印」 」 と読み替えるものとする。

2 閲覧・謄写票の備付け

別表の区分に従い、裁判関係庶務係に、閲覧・謄写票（平成25年7月26日

付け最高裁訟第415号大法廷首席書記官指示「事件記録等の保存、送付及び廃

棄並びに事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等について」様式13及び様式

37）を備え付ける。



3 閲覧・謄写票の使用

（1） 閲覧等の申請については、できる限り、備付けの閲覧・謄写票を申請書と

して使用させる。

（2） 閲覧・謄写票の記入の要領は、次による。

ア 「申請区分」は、閲覧、謄写又は複製の区別に従い、該当文字を○で囲む。

なお、刑事事件記録等閲覧・謄写票の場合には、記録又は証拠物の区別に

ついても該当文字を○で囲む。

イ 「資格」は、該当文字（ 「代理人」は申請代理人を含む。 ）を○で囲み、

「その他」に該当する場合には、括弧内に具体的に記入する。

ウ民事事件記録等閲覧・謄写票の「上告人等」は上告人、申立人等の氏名を、

「被上告人等」は被上告人、相手方等の氏名を、それぞれ記入する。

エ刑事事件記録等閲覧・謄写票の「事件番号被告人等氏名」は、事件番号

のほか、被告人、請求者、申立人、少年、対象者等の氏名を記入する。ただ

し、事務に支障のない場合には、このうちいずれかを記入すれば足りる。

オ 「閲覧・謄写人氏名」は、申請人以外の者に閲覧又は謄写をさせる場合に

記入する。

力 「提出書類」は、該当文字を○で囲み、利害関係を証する書面等「その他」

に該当する場合には、括弧内に申請人が提出した書類の標目を記入する。

キ 「閲覧等の部分」は、当該事件記録等のうち閲覧等を求める部分を具体的

に記入する。

(3) 閲覧・謄写票以外の用紙による申請書の提出があった場合には、申請人に

対し、 (1)の要領により、できる限り備付けの閲覧・謄写票に所要事項を記入さ

せる。この場合において、申請人に閲覧・謄写票に記入させることができない

ときは、裁判関係庶務係において記入する。

この記入に当たっては、申請書の記載事項を適宜引用することができる。

(4)録音テープ等の複製の申請がされた場合には、申請人から複製用の録音テー



プ等を受領し、裁判関係庶務係において受領した旨を備考欄に記入する。

4記録保存係において保管中の事件記録等の閲覧等に関する事務

記録保存係において保管中の事件記録等の閲覧等に関する事務は、 3及び閲覧

等通達記第3の定め（同1の(1)の定めを除く。 ）に準じ、すべて記録保存係にお

いて取り扱う。この場合には、閲覧等通達記第3の2及び3に定める記入及び押

印で事件担当書記官が行うものは、第二訟廷事務室配置の上席書記官が行う。た

だし、上席書記官が不在の場合には、民事事件記録等閲覧・謄写票に係る事件に

ついては民事事件係所属の裁判所書記官が、刑事事件記録等閲覧・謄写票に係る

事件については刑事事件係所属の裁判所書記官が行う。

付記

この指示は、令和6年7月16日から実施する。



(別表）

備え付ける閲覧・謄写票 使用する事件 閲覧・謄写票の様式

民事事件記録等閲覧・謄写票 民事事件、行政事

件、裁判官の分限

事件、家事事件

様式13

刑事事件記録等閲覧・謄写票 刑事事件、少年事

件、法廷等の秩序

維持に関する法律

違反事件、没収の

裁判の取消事件、

医療観察事件

様式37



様式13
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注意－ 1 申鯖人は，太枠内に所要亭項を混入し‘ 「印紙』欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）

の上，原符から切り取らないで，この票を係負に提出してください。

2 「申鯖区分」桐， 「申鮒人」欄の「資絡」欄， 「閲完等の目的」禰及び「提出害類」梱は，醸当

文字をOで囲み，その他に餓当する場合には， （ ）内に具体的に記入してください。

3 「閲覧･涛写人氏名」欄は，申繭人以外の者に閲覧・謄写させる場合に記入してください。
4事件配律中の録音テープ等の複製を申蘭する場合には，複製用の録音テープ等をこの票ととも

に係負に提出してください。
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所要見込時間
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様式37
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注愈1 申鯖人は，太枠に所要事衷を配入し， 「印紙」掴に所定額の印紙をちよう用（消印しない.）の上，

原符から切り取らないで， この票を係貝に提出してください。

2 「申鯖区分』楓， 「申姉人」楓の「変格」掴． 「閲覚等の目的」檀及び「提出害類」掴は，酸当文

字を○で囲み，その他に麟当する場合には， （ ）内に具体的に妃入してください。

3 「閲冗・麟写人氏名」掴は，申繭人以外の者に閲冗・譲写をさせる畿合に妃入してください。
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刑事事件記峰等閲覧・謄写票（原符）

受付年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

ちよう用印紙額

記 録． 。 旺拠物

閲 究 ・ 勝 写

円
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被告人等氏名
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令和 年（ ）
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当害配官受領印
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刑事事件配録導閲覧 ・謄写票

申鯖年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

記 録 ・ 歴拠物

閲 究 ・ 勝 写

事件番号

被告人等氏名

閲鷺等の目的

令和 年（ ）

第 号

瞬酸鏑徽等・その他

｛ ）

申
館
人

資 格

住 所

又は

弁竣士会

氏 名

被告人・弁唆人・その他

（ ）

印

旺拠物雁写方法
＝ ｡

閲究

瞬写
人氏名
事務貝・難者・ その他

（ ）

所要兄込蒋間

＝出…日

時間 分

月 日

提出書類
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